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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体に超音波を送受信する超音波探触子と、前記超音波探触子に接続され、前記超音
波探触子により得られた超音波信号を基に超音波画像を生成する画像生成手段と、前記超
音波探触子及び前記画像生成手段に接続され、それらの制御を行う制御部と、前記画像生
成手段及び前記制御部に接続され、前記制御部による制御の基に前記画像生成手段で生成
された超音波画像を表示する表示手段を備えた超音診断装置において、
　前記表示手段に表示された画像上に、前記被検体の臓器の境界の位置を検出するための
部位を選択する選択手段と、前記超音波画像上に所定の間隔が空けられた2つの領域から
成る境界抽出フィルタを設定する境界抽出フィルタ設定手段と、前記選択手段により選択
された部位近傍で、前記境界抽出フィルタ設定手段により設定された境界抽出フィルタ内
の画素データを解析することにより、前記境界の位置を検出する境界位置検出手段を備え
、前記境界位置検出手段により検出された境界位置は、前記制御手段による制御の基に前
記表示手段に表示されることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記境界抽出フィルタ設定手段により設定された境界抽出フィルタを、前記選択手段に
より選択された部位近傍で位置及び/あるいは傾きを変えながら、前記2つの領域内の画素
値を解析して境界強度を求める境界強度計算手段を備え、境界位置検出手段は、前記境界
強度が最大あるいは所定の値以上となる前記境界抽出フィルタの位置及び/あるいは傾き
を求めることにより、前記境界の位置を検出することを特徴とする請求の範囲1記載の超
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音波診断装置。
【請求項３】
前記境界強度として、2つの領域内に含まれる画像データ間にどの程度の値の差があ
るかを表す指標を用いることを特徴とする請求の範囲2記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記境界強度は、前記2つの領域内の画素データをそれぞれの領域で平均化した後に、
分散値を計算して得られるクラス間分散を、前記2つの領域内の画素データをそのまま用
いて分散値を計算して得られる全分散で除して得られる分離度であることを特徴とする請
求の範囲2記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記境界抽出フィルタ設定手段により設定される境界抽出フィルタは、前記2つの領域
の間隔、形状、位置あるいは傾きが変えられるものであり、前記境界強度計算手段は前記
2つの領域の間隔、形状、位置あるいは傾きを変化させながら、境界強度を逐次計算し、
境界位置検出手段は、前記境界強度が最大となる前記2つの領域の間隔、形状、位置ある
いは傾きを基に、前記境界の位置を検出することを特徴とする請求の範囲2記載の超音波
診断装置。
【請求項６】
　前記2つの領域は、画素値の高い側と画素値の低い側の2つの領域から成り、前記境界位
置検出手段は、前記境界強度が最大となる前記境界抽出フィルタの位置及び/あるいは傾
きの情報を基に、前記位置において、前記画素値の高い側の領域を囲む周囲の内、前記画
素値の低い側に面するエッジを、前記境界の位置とすることを特徴とする請求の範囲1記
載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記境界位置抽出手段により求めた境界位置を基に、前記境界で囲まれた領域の面積あ
るいは、前記境界で囲まれた領域を表す臓器の体積を算出する臓器計測手段を供えたこと
を特徴とする請求の範囲1記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記選択手段により選択された部位における前記超音波画像上のぼけ幅を計算するぼけ
幅計算手段を備え、前記境界抽出フィルタ設定手段は、前記2つの領域間の間隔を、前記
ぼけ幅計算手段により計算したぼけ幅に基づいて決定することを特徴とする請求の範囲1
記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記2つの領域は、形状が矩形であり、前記境界抽出フィルタ設定手段は、前記2つの領
域の相対する辺間の距離を、前記ぼけ幅に等しくなるように設定することを特徴とする請
求の範囲8記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　前記2つの領域は、外側のリングの形状と内側の円形の形状の2つの領域から成り、前記
境界抽出フィルタ設定手段は、該2つの領域の挟まれた空隙の幅を、前記ぼけ幅に等しく
なるように設定することを特徴とする請求の範囲8記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
　前記境界抽出フィルタ設定手段による前記2つの領域の形状の形状は、境界を抽出しよ
うとする対象部位の境界形状を反映させたものであることを特徴とする請求の範囲8記載
の超音波診断装置。
【請求項１２】
　前記ぼけ幅計算手段は、前記超音波画像上の前記超音波送受信方向の深度によって、前
記スペックルの大きさが異なるのに合わせて、それぞれの深度において、前記楕円の大き
さを求めてぼけ幅を計算し、前記境界抽出フィルタ設定手段は、前記深度によるスペック
ルの大きさの変化に応じて、前記間隔の異なる境界抽出フィルタを設定することを特徴と
する請求の範囲8記載の超音波診断装置。
【請求項１３】
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　前記2つの領域は、それぞれ形状が円形であり、前記ぼけ幅に相当する距離だけ間隔を
空けられて、設定されていることを特徴とする請求の範囲8記載の超音波診断装置。
【請求項１４】
　前記ぼけ幅計算手段は、テキスチャ解析により前記画像上のぼけ幅を計算することを特
徴とする請求の範囲8記載の超音波診断装置。
【請求項１５】
　前記テキスチャ解析は、前記超音波画像の画像データを用いて、濃度共起行列や自己相
関関数を計算することにより行うことを特徴とする請求の範囲14記載の超音波診断装置。
【請求項１６】
　前記ぼけ幅計算手段は、前記超音波画像上に現れるスペックルを楕円の形状で近似し、
前記楕円の大きさを求めることによりぼけ幅を計算することを特徴とする請求の範囲14記
載の超音波診断装置。
【請求項１７】
　前記スペックルを近似した楕円の短軸あるいは長軸の長さの半分の距離を、前記ぼけ幅
として計算することを特徴とする請求の範囲16記載の超音波診断装置。
【請求項１８】
　前記ぼけ幅計算手段は、前記超音波探触子の種類によって変化する前記スペックルの前
記超音波画像上での向きを考慮に入れて、前記テキスチャ解析を行うことを特徴とする請
求の範囲14記載の超音波診断装置。
【請求項１９】
　前記ぼけ幅計算手段は、前記超音波探触子がリニア型の場合には、前記スペックルを近
似するための楕円の短軸あるいは長軸の向きを前記表示手段の画面上の縦方向あるいは横
方向とし、前記超音波探触子がセクタ型の場合には、前記超音波のビームの方向を前記楕
円の短軸あるいは長軸とすることを特徴とする請求の範囲16記載の超音波診断装置。
【請求項２０】
　超音波画像上に表れる臓器の境界の位置を抽出することが可能な超音波診断方法におい
て、
　(1)前記超音波画像上、前記境界を抽出するための部位を指定する工程と、
　(2)前記工程(1)により設定された部位近傍の画像のぼけ幅を計算する工程と、
　(3)前記工程(2)により計算されたぼけ幅に応じた間隔を持つ2つの領域を境界抽出フィ
ルタとして設定する工程と、
　(4)前記工程(3)により設定された境界抽出フィルタの位置及び/あるいは傾きを変化さ
せながら、前記2つの領域内の画素値を解析して境界強度を求める工程と、
　(5)前記工程(4)において、前記境界強度が最大となる前記位置及び/あるいは傾きを求
めることにより、前記境界の位置を抽出する工程と、
　(6)前記工程(5)により求めた境界位置を基に、前記境界で囲まれた領域の面積あるいは
、前記境界で囲まれた領域を表す臓器の体積を算出する工程を備えたことを特徴とする超
音波診断方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断装置及び超音波診断方法に係わり、特に、臓器等の対象組織の境
界(輪郭)を正確に描出することが可能な超音波診断装置及び超音波診断方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置を用いた超音波診断においては、注目する臓器等の境界(輪郭)情報が有
用な診断情報となる。例えば、心臓のような臓器では、左心室の境界(輪郭)を描出して、
該境界(輪郭)に囲まれた領域の面積を求めたり、境界(輪郭)より左心室の体積を推定する
ことが診断において有用とされている。
【０００３】
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　組織の境界(輪郭)を抽出して表示する技術として、例えば特許文献1記載の従来技術が
ある。
【０００４】
【特許文献１】特開平8－206117号公報。
【０００５】
　特許文献1記載の従来技術によれば、例えば断層像に各点の画像信号のグラジェントを
表すスカラ量の極大点を求め、その極大点から組織の境界(輪郭)を描出している。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、本発明者らは上記従来技術を検討した結果以下の問題点を見出した。
　すなわち、超音波画像にはスペックルノイズと呼ばれる雑音が混入している。このスペ
ックルノイズは、超音波の波長に比べて十分小さい生体組織内の反射体群による散乱波が
さまざまな位相で発生して干渉することにより出現すると考えられている(スペックルノ
イズに関する公知技術として、特許文献2参照。)。
【０００７】
【特許文献２】特開平9－94248号公報。
【０００８】
　上記特許文献1記載の従来技術によれば、臓器の境界(輪郭)を、前記グラジェントを表
すスカラ量の極大点を基に抽出しているため、スペックルノイズのより生じるぼけの影響
が考慮されていなかった。そのため、臓器の境界(輪郭)ではぼけ幅分、画素濃度の高い領
域が画素濃度の低い領域まではみ出して境界が抽出されてしまうという問題が生じていた
。例えば、心臓の左心室の境界(輪郭)を抽出しようとすると、心壁がぼけ幅分内側に抽出
されるため、実際より左心室の大きさが小さくなるという問題が生じていた。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明によれば、被検体に超音波を送受信する超音波探触子と、前記超音波探触子に接
続され、前記超音波探触子により得られた超音波信号を基に超音波画像を生成する画像生
成手段と、前記超音波探触子及び前記画像生成手段に接続され、それらの制御を行う制御
部と、前記画像生成手段及び前記制御部に接続され、前記制御部による制御の基に前記画
像生成手段で生成された超音波画像を表示する表示手段を備えた超音診断装置において、
　前記表示手段に表示された画像上に、前記被検体の臓器の境界の位置を検出するための
部位を選択する選択手段と、前記超音波画像上に所定の間隔が空けられた2つの領域から
成る境界抽出フィルタを設定する境界抽出フィルタ設定手段と、前記選択手段により選択
された部位近傍で、前記境界抽出フィルタ設定手段により設定された境界抽出フィルタ内
の画素データを解析することにより、前記境界の位置を検出する境界位置検出手段を備え
、前記境界位置検出手段により検出された境界位置は、前記制御手段による制御の基に前
記表示手段に表示されることを特徴とする超音波診断装置が提供される。
【００１０】
　また、本発明によれば、超音波画像上に表れる臓器の境界の位置を抽出することが可能
な超音波診断方法において、
　(1)前記超音波画像上に、前記境界を抽出するための部位を指定する工程と、
　(2)前記工程(1)により設定された部位近傍の画像のぼけ幅を計算する工程と、
　(3)前記工程(2)により計算されたぼけ幅に応じた間隔を持つ2つの領域を境界抽出フィ
ルタとして設定する工程と、
　(4)前記工程(3)により設定された境界抽出フィルタの位置及び/あるいは傾きを変化さ
せながら、前記2つの領域内の画素値を解析して境界強度を求める工程と、
　(5)前記工程(4)において、前記境界強度が最大あるいは所定の値以上となる前記位置及
び/あるいは傾きを求めることにより、前記境界の位置を抽出する工程と、
　(6)前記工程(5)により求めた境界位置を基に、前記境界で囲まれた領域の面積あるいは
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、前記境界で囲まれた領域を表す臓器の体積を算出する工程を備えたことを特徴とする超
音波診断方法が提供される。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の目的は、超音波画像を用いて臓器の境界(輪郭)抽出をする超音波診断装置にお
いて、画像上に現れるぼけ幅を考慮して高精度に輪郭抽出することにある。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施例1に係る超音波診断装置の全体構成を示すブロック図。
【図２】制御部3の内部を示した図。
【図３】実施例1の境界抽出処理の対象とする画像データの例を示す図。
【図４】従来の方法により算出した境界位置18と真の境界位置19とを比較して示した図。
【図５】実施例1の境界抽出処理のフローチャート。
【図６】使用する超音波プローブの種類に応じてどのようなスペックルが生じるかを示す
図。
【図７】2つの領域を持つ境界抽出フィルタのフィルタ形状。
【図８】画像上に現れるスペックルによって、2つの領域28-1、28-2の境界がどのように
ぼけるかを説明する図。
【図９】閉領域で形成された境界を正確に抽出する場合に作成される境界抽出フィルタを
示す図。
【図１０】分離度を用い境界強度を計算するための統計値を計算するための図。
【図１１】想定される境界が曲がっているのに応じて、2つの領域に挟まれた空隙の領域
曲げられて設定されている境界抽出フィルタを示す図。
【図１２】心臓の四腔断画像あるいは短軸断画像より、境界位置を好適に抽出するための
境界抽出フィルタを示す図。
【図１３】実施例2の境界抽出処理のフローチャート。
【図１４】2つのフィルタ領域の形状を変えずに、フィルタ領域の間隔を変化させる場合
の例を示す図。
【図１５】2つのフィルタ領域の形状を変化させる場合の例を示す図。
【符号の説明】
【００１３】
　7　境界抽出部位指定手段、8　境界抽出演算手段、9　臓器演算手段、10　画像ぼけ幅
計算手段、11　フィルタ形状作成・変形手段、12　境界強度計算手段、13　境界位置検出
手段
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下に、図面に基づいて本発明の実施の形態に係る超音波診断装置を説明する。
【実施例１】
【００１５】
　図1は、本発明の実施例1に係る超音波診断装置の全体構成を示すブロック図である。
【００１６】
　図1によれば、超音波診断装置は、超音波の送受信を行う超音波プローブ1と、超音波プ
ローブ1に接続され、超音波プローブにより受信した超音波信号を基に超音波画像を生成
する画像生成部2と、超音波診断装置の各構成要素に接続され、各構成要素の動作の制御
や演算処理を行うCPU(Central Processing Unit:中央処理装置)等の制御部3と、超音波診
断装置の各構成要素に接続され、医療従事者等の操作者が入力機器(キーボード、マウス
、トラックボール、タッチパネル等)を用いて超音波診断装置の操作を行う操作部4と、超
音波診断装置の各構成要素に接続され、画像データやプログラム等を保存する記憶部5と
、超音波診断装置の各構成要素に接続され、画像や計測結果等を表示するCRTや液晶表示
装置等の表示部6とから構成される。
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【００１７】
　超音波プローブ1は、被検体の生体内に対して超音波を送受信するものであり、振動子
が直線状に配列されているリニア型、時間差をつけて振動子を駆動することによりビーム
の角度を変えることができるセクタ型、振動子を凸状に配列し振動子群をシフトさせなが
らスキャンを行うコンベックス型等がある。超音波プローブ1は被検体の生体内から反射
して戻ってきた超音波(超音波エコー)を電気信号に変換して画像生成部2に送る。
【００１８】
　画像生成部2は、超音波プローブ1が受信し電気信号に変換した信号を入力信号として、
Ｂモード画像を生成する。当該入力信号は、画像生成部2内の整相加算器、対数増幅器、
包絡線検波器、A/D変換器、スキャンコンバータを経てBモード画像に変換される。
【００１９】
　制御部3は、記憶部5等に格納される超音波診断装置の制御プログラムをロードして実行
される。制御部3は、超音波診断装置の各構成要素に動作の指示を行い、タイミング制御
や演算処理を行う。
【００２０】
　操作部4は、超音波診断装置上にキーボード、マウス、トラックボール、タッチパネル
等の入力機器であり、医療従事者等の診断者が、画質の調整、計測の指示、情報の入力等
に用いる。
【００２１】
　記憶部5は、画像データや制御プログラム等を保存する装置であり、ハードディスクや
汎用メモリやフレームメモリ等である。記憶部5が保存する画像データは、取得したBモー
ド画像や一般のPCで表示可能な画像形式のファイルである。
【００２２】
　表示部6は、画面上に画像データや計測値、当該計測値をグラフ化した画像を表示するC
RTや液晶表示装置等である。
【００２３】
　また、図2は、本発明の実施例1に係る制御部3の内部を示したものである。図2によれば
、本発明の制御部3内には、超音波画像上のどの部分近傍について臓器の境界を抽出する
かを指定するための境界抽出部位指定手段7と、境界抽出部位指定手段7により指定された
部分近傍における臓器の境界を、演算により抽出する境界抽出演算手段8と、境界抽出演
算手段8により抽出された境界を基に、種々の物理量、すなわち臓器の大きさ等の距離、
臓器の画像上での面積、臓器の容積の推定値等を計算する臓器計測手段9が備えられてい
る。
【００２４】
　境界抽出部位指定手段7は、操作者が表示部6の画面に表示されている画像上に境界抽出
の対象とする付近近傍を入力機器によって指定する手段である。尚、境界抽出部位指定手
段7は取得した画像データの画素値を信号処理して自動的に境界抽出部位を決定するよう
にしても良い。
【００２５】
　境界抽出演算手段8は、境界抽出部位指定手段7で指標化して抽出の抽出の対象となる画
像の部分の画像ぼけ幅を計算し、当該画像ぼけ幅を考慮して適切なフィルタを選択し境界
位置を検出するための手段であり、画像ぼけ幅計算手段10と、フィルタ形状作成・変形手
段11と、境界強度計算手段12と、境界位置検出手段13とからなる。
【００２６】
　この内まず、画像ぼけ幅計算手段10は、境界抽出部位指定手段7で指定された境界抽出
部位近傍の画素値を用いてスペックルの大きさを算出する手段である。スペックルの大き
さの計算方法には、濃度共起行列や自己相関関数が用いられる。
【００２７】
　次に、フィルタ形状作成・変形手段11は、境界抽出フィルタの作成及び変形を行う。例
えば、フィルタ形状作成・変形手段11は、画像ぼけ幅計算手段10で算出されたスペックル
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の大きさに基づいた距離の間隔だけ空けられた2領域から成るフィルタを作成する。また
、フィルタ形状作成・変形手段11は、抽出する境界の形状が既知であれば、フィルタの形
状をこの形状の境界の形状に合わせて変形させることもできる。
【００２８】
　次に、境界強度計算手段12は、フィルタ形状・変形手段11により作成され境界抽出フィ
ルタを、任意の位置及び/または傾きを動かされながら、それぞれの位置及び/または傾き
における2領域内の画素値を用いて、例えば後述する分離度等を算出することにより境界
強度を算出する。
【００２９】
　次に、境界位置検出手段は13は、境界抽出フィルタの位置及び/または傾きを動かせて
走査させながら境界強度計算手段12により算出した境界強度が最大値あるいは所定の値以
上となる境界抽出フィルタの位置及び/または傾きを検出する。検出された境界抽出フィ
ルタの位置を基に、抽出の対象とする境界位置の座標値が得られる。
【００３０】
　また、臓器計測手段9は、抽出された境界位置の座標値を用いて、境界を抽出した臓器
に関する種々の物理量、例えば、距離、面積、容積等を計算する。例えば、臓器計測手段
9は、対象領域である患部の腫瘍の大きさ等の物理量を高精度に算出する。
【００３１】
　次に、実施例1の境界抽出処理の対象とする画像データの例を図3に示す。図3において
、14は画像データ、15はビーム方向、16はビーム深度、17－1～17－3はスペックル、18は
境界位置である。17－1～17－3においてスペックルは、17－1→17－2→17－3の順に大き
さが小さくなり、深度は浅くなっている。すなわち、深度が深い方がスペックルの大きさ
は大きくなっている。
【００３２】
　次に、図4は従来の方法により算出した境界位置18と真の境界位置19とを比較して示し
たものである。これによれば、従来の方法により算出した境界位置18と真の境界位置19と
の間で、大きな誤差が生じていることがわかる。
【００３３】
　次に、実施例1の境界抽出処理のフローチャートを、図5を用い説明する。 
先ず、超音波診断装置は、超音波プローブ1及び画像生成部2により、患者の臓器などを撮
像した画像データ14を取得し、当該臓器などの対象領域について境界抽出を開始する。
(ステップ20) 
　先ず、超音波診断装置は、境界抽出部位指定手段7により、手動あるいは自動により境
界抽出の対象とすべき部位を選択して入力する。
(ステップ21) 
　次に、超音波診断装置は、画像ぼけ幅計算手段10により、ステップ20で指定された境界
抽出部位における画像上におけるぼけ幅を計算する。具体的には、境界抽出部位近傍の画
素値データに対してテクスチャ解析を行い、画像上に現れるスペックルを楕円形状で近似
して、該近似された楕円の幅(長軸あるいは短軸の長さ)の半分の距離をぼけ幅として算出
する。
【００３４】
　ここでのテキスチャ解析の例としては、濃度共起行列や自己相関関数を求める方法があ
る。(例えば、O.Bassel, et al : ”TEXTURE ANALYSIS OF ULTRASONIC IMAGES OF THE PR
OSTATE BY MEANS OF CO-OCCURRENCA MATRICS.” ULTRAONIC IMAGING 15, 218-237(1993)
、B.J.Oosterveld et al : ”TEXTURE OF B-MODE ECHOGRAMS: 3-D SIMULATIONS AND EXPE
RIMENTS OF THE EFFECTS OF DIFFRACTION AND SCATTERER DENSITY” ULTRASONIC IMAGING
 7,142-160(1985)参照)このようなテキスチャ解析を行うことにより、超音波画像におけ
るぼけ幅(あるいはスペックルの幅の例えば半分の距離)に影響を与える超音波の音場に関
するパラメータが不明の場合にも、受信信号から得られる情報のみを用いてぼけ幅を算出
することができる。
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【００３５】
　ここで、使用する超音波プローブの種類に応じてどのようなスペックルが生じるかを示
したものを図6に示す。図6(a)はリニア型超音波プローブ25-1の例であり、楕円で近似さ
れた場合のスペックル17は、その長軸と短軸の方向が画面上の水平方向と垂直方向に一致
している。そのため、楕円で近似してスペックルの大きさを抽出する場合にも、長軸と短
軸の方向を画面上の水平方向と垂直方向に一致させるようにしてぼけ幅を計算する。
【００３６】
　一方、図6(b)はセクタ型超音波プローブ25-2の例であり、楕円で近似された場合のスペ
ックル17は、その長軸あるいは短軸の一方が、画面上斜めの方向を向いていて、超音波を
送受信する方向となっている。そのため、楕円で近似してスペックルの大きさを抽出する
場合にも、長軸あるいは短軸の一方を画面上の斜めの方向、すなわち超音波を送受信する
方向に一致するようにしてぼけ幅を計算する。
(ステップ22)
　次に、フィルタ形状・変形手段11により、図7(a)、(b)の26-1、26-2に示されたような2
つの領域を持つ境界抽出フィルタを作成する。本ステップにおける境界抽出フィルタ(27-
1、27-2)は26-1及び26-2の2つの領域より成っていて、2つの領域の互いに向かい合った辺
28-1と28-2間の距離29が、ステップ21で求めたぼけ幅と等しくなっている。
【００３７】
　ここで図8を用い、画像上に現れるスペックルによって、2つの領域30-1、30-2の境界が
どのようにぼけるかを説明する。先ず図8(a)は、2つの領域と、その間に位置する真の境
界位置19を示している。次に図8(b)は、画像上に現れるスペックル17の一つを示していて
、17-4は、スペックルの図面横方向への幅である。次に図8(c)は、超音波画像のプロファ
イルであり、真の境界位置を横切る線分上の画素分布を示したものである。これによれば
、スペックルが図面横方向への幅を持つ分、画素値の高い領域(30-2)が図面上左側へはみ
出していることがわかる。図8(c)で示されたようなプロファイルを用いてそのまま特許文
献1記載の境界抽出を行うと、18で示されたように、本来の位置と異なる位置に境界位置
が抽出される。そこで、本ステップで真の境界位置を検出するためには、境界位置を検出
するためのパラメータ(後述する強度強度)が最大となる位置が、真の境界位置19となるよ
うな境界抽出フィルタを作成しなければならない。
【００３８】
　図7(a)、(b)において下側にしめされたものは、それぞれ図7(a)下側が図面向かって右
側が画素値が高い場合、図7(b)下側が図面向かって左側が画素値が高い場合における、図
8(c)に示されたものと同じようなプロファイルであり、本ステップにおいて作成する境界
抽出フィルタは、その2つの領域26-1及び26-2における互いに向かい合った辺28-1と28-2
間の距離は、図7(a)、(b)下側におけるプロファイルのぼけ幅に等しくなっている。この
ぼけ幅は、ステップ21によって求められたものであり、図8(b)におけるスペックルの幅の
例えば1/2に設定されている。
【００３９】
　また図9は、閉領域で形成された境界を正確に抽出する場合に作成される境界抽出フィ
ルタである。より具体的には、図9の下側の画素値のプロファイルで示したように、周囲
の高い画素値の領域(31-1と31-2)と、該高い画素値の領域(31-1と31-2)で囲まれた低い画
素値の領域(31-3)との境界位置を検出する。
【００４０】
　この場合には、図9の上側で示されたように、内側の円形の領域32-1と外側のリング状
の領域32-2を、互いにステップ21で計算したぼけ幅だけの空隙33を空けて、境界抽出フィ
ルタを作成する。
(ステップ23) 
　次に、境界強度計算手段12により、ステップ22の処理で作成した境界作成フィルタを画
像内で走査して境界強度計算を行う。境界強度計算は、本実施例では例えば、後述する2
領域のクラス間分散と全分散との比である分離度を利用する場合について説明する。ただ
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し、2領域のクラス間分散及び全分散は、電子通信学会論文誌Vol.J63-D No.4、p349-p356
に記載されているようなものであり、クラス間分散は2領域内の画素データをそれぞれの
領域で平均化した後に、分散値を求めるものであり、全分散は2領域内の画素データをそ
のまま用いて分散値を求めるものである。以下本実施例における分離度の計算の詳細を図
10及び式(1)～(3)を用いて説明する。
【００４１】
　図10は、分離度を用い境界強度を計算するための統計値を計算するための図であり、2
つの領域26-1及び26-2と、ぼけ幅29が示されている。
【００４２】
　図10に示されたように、領域26-1及び26-2の画素数をそれぞれＮ1及びＮ2、各領域の輝
度平均をμ1、μ2、領域26-1及び26-2を合わせた領域の輝度平均値をμ、各画素の輝度値
をＰi(1≦i≦Ｎ1、1≦i≦Ｎ2)と定義すると、分離度ηは、次式(1)～(3)で表される。
【００４３】
　式(1)　

式(2)

式(3)

(ステップ24)
　図7の26-1、26-2で示されたような境界抽出フィルタを画像上でいろいろな位置及び/あ
るいは傾きに動かせて走査させながら、逐次式(1)～(3)を計算して、分離度(境界強度)が
どのように変化するかを計算する。そして、図8(d)で示されたような境界強度の分布を求
めて、境界強度が最大となる位置を真の境界位置19として求めて検出する。
【００４４】
　ただし、図7(a)及び(b)で示された境界抽出フィルタは同じ形状であるが、画素値の高
い領域の方向が図7(a)と図7(b)で異なるので、それぞれの場合に応じて抽出する境界位置
を異ならせる。例えば、図7(a)の場合には図面向かって右側が画素値が高いので、境界抽
出フィルタを構成する2つの領域の内、画素値の高い側に設定された領域26-2のエッジで
、もう一方の領域(26-1)に近い側の位置を境界位置検出のための基準点(33)として抽出す
る。また、図7(b)の場合には図面向かって左側が画素値が高いので、境界抽出フィルタを
構成する2つの領域の内、画素値の高い側に設定された領域26-1のエッジで、もう一方の
領域(26-2)に近い側の位置を真の境界位置19の検出のための基準点(34)として抽出する。
【００４５】
　また、図9で示されたように閉領域で形成された境界を正確に抽出する場合に作成され
た境界抽出フィルタを用いる場合には、画素値の高い側の領域(図9の例では、外側のリン
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グ状の領域32-2)の内側の位置を真の境界位置19の検出のための基準点(35)として抽出す
る。
【００４６】
　以上のステップ20から24の処理を経て、対象領域の境界抽出処理が終了すると、求めら
れた境界位置(境界情報)を表示部6に表示するとともに、臓器計測手段9により、境界を抽
出した対象領域の境界情報を用いて、対象領域の大きさ等の物理量の算出して、該算出値
を表示及び記録する。
【００４７】
　上記実施例1に係る超音波診断装置によれば、超音波画像からぼけ幅を算出し、ぼけ幅
に基づいて境界抽出フィルタの形状や大きさを設定し、対象領域の境界位置を抽出するの
で、高精度に対象領域の境界抽出を行うことができる。より具体的には、上記実施例で用
いる境界抽出フィルタは2つの領域から成り、その2つの領域によって挟まれた空隙の幅が
超音波画像から算出したぼけ幅に等しくなっているので、ぼけ幅(すなわち、超音波画像
上に現れるスペックルの大きさの例えば1/2に相当する距離)を考慮して、真の境界位置を
高精度に抽出することができる。従来の境界抽出方法では画素値が境界でステップ的に変
化する場合を想定して境界抽出していたので、実際の画像上に現れる境界がスペックル等
の影響により鈍るに従って境界位置の検出精度が悪化していた。本発明では、スペックル
等の影響により境界が鈍ることを想定して境界の抽出を行うので、常に境界が画像上で鈍
っていない場合と同等の正確さで境界位置を抽出することが可能となる。そして、算出し
た真の境界位置の座標を利用して、対象領域の大きさ等の物理量を正確に算出して、その
値を用いて正確な超音波診断を行うことができる。
【００４８】
　なお、被検体内の画像取得深度が深くなるに従い、スペックルの大きさ(例えば、ぼけ
幅に相当する量)が大きくなる。従って、画像取得深度に応じて境界抽出フィルタを構成
する2つの領域の間隔を変化させることが望ましいと考えられる。
【００４９】
　また、設定する境界抽出フィルタは対象部位の境界形状を反映するように設定すること
が望ましいと考えられる。図7あるいは図9で示されたような形状の境界抽出フィルタでも
良いが、予め想定される境界が曲がっている場合や、心臓の特定の部分等を抽出しようと
する場合には、それに合わせて図11や図12に示されたような形状を持つ境界抽出フィルタ
を用いればよい。図11において36-1及び36-2はそれぞれ境界抽出フィルタを構成する2つ
の領域であるが、該2つの領域に挟まれた空隙の領域は、想定される境界が曲がっている
のに応じて曲げられて設定されている。
【００５０】
　また、図12(a)に示された図は、心臓の四腔断画像であるが、37-1～37-5で示されたそ
れぞれのフィルタは、心臓の四腔断画像のそれぞれの場所38-1～38-5についての境界位置
を好適に抽出するためのものである。また、図12(b)に示された図は、心臓の短軸断画像
であるが、39-1～39-2で示されたそれぞれのフィルタは、心臓の短軸断画像のそれぞれの
場所40-1～40-2についての境界位置を好適に抽出するためのものである。このように、心
臓の特徴部分を抽出する場合には、形状に特徴のある弁輪部や乳頭部のような構造物の形
状を持つフィルタを作成すれば良い。図12に示されたような境界抽出フィルタを用いて心
臓の輪郭等を好適に抽出することができれば、心臓の腔の容積を計測する場合等に、内腔
の輪郭が内側にぼけて腔の容積の値を過小評価してしまうことを防ぐことができる。
【実施例２】
【００５１】
　次に、図13～15を参照しながら本発明の実施例2を説明する。実施例2は、画像のぼけ幅
あるいは、抽出の対象とする境界の形状に関する情報が未知の場合、あるいは何らかの理
由で計算ができない場合において、本発明に係る境界抽出フィルタを用いて探索的に境界
位置を抽出する例である。
【００５２】
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　例えば、取得画像の対象領域のスペックルの分布が均等でない場合、スペックルそのも
のの持つ統計的性質が濃度共起行列や自己相関関数に反映されないため、スペックルの大
きさを正しく計算できない。そのような場合には、図13に示すフローチャートに従って境
界位置を探索することができる。以下、図13のフローチャートの各ステップを順に説明す
る。
(ステップ40)
　先ず、超音波診断装置は、境界抽出部位指定手段7により、手動あるいは自動により境
界抽出部位を指定する。
(ステップ41)
　次に、本実施例では超音波画像上のぼけ幅あるいは形状が未知のため、フィルタ形状作
成・変形手段11により、2領域から成る適当な初期の形状の境界抽出フィルタを作成する
。
(ステップ42)
　次に、ステップ41により設定した2領域から成る境界抽出フィルタのフィルタ領域間隔
、形状、位置あるいは傾きのどれかを変化させながら、ステップ23で説明した手法により
、境界強度を逐次計算してその分布を求める。
【００５３】
　例えば図14は、2つのフィルタ領域の形状を変えずに、フィルタ領域の間隔を変化させ
る場合の例を示す図である。本ステップにおいてフィルタ領域の間隔を変化させながら境
界強度を逐次計算する場合には、フィルタ領域間隔を44-1から44-2のように変化させて、
境界抽出フィルタも45-1から45-2のように変化させる。
【００５４】
　また図15は、2つのフィルタ領域の形状を変化する場合の例を示す図である。図15の例
では、46-1から46-2、46-3の順に2つのフィルタ領域の相対する辺の形状を変形させ、抽
出の対象とする境界線の屈曲の具合に最も適した境界抽出フィルタを探索することができ
るようになっている。
(ステップ43)
　ステップ40において境界抽出フィルタのフィルタ領域間隔、形状、位置あるいは傾きの
どれかを変化させながら境界強度を計算して、境界強度が最大となるようなフィルタ領域
間隔、形状、位置を求める。フィルタ領域間隔が超音波画像の対象領域のぼけ幅に一致し
て、形状が抽出すべき境界の形状に一致し、位置が抽出すべき境界の位置に一致した時境
界強度が最大となり、これにより境界の位置を抽出する。
【００５５】
　なお、フィルタ領域間隔を変化させる場合は、フィルタ領域間隔が小さい方から大きい
方へ変化させると、フィルタ領域間隔の大きさがぼけ幅に一致するまでは境界強度が次第
に上昇するが、ある程度以上大きくなるとそれ以上境界強度が増加しなくなる。従って、
フィルタ領域間隔を変化させながら境界強度を計算する場合には、小さい方から大きい方
へ変化させ、境界強度の値が最大値で飽和し始める間隔を探索して、それにより境界位置
を検出するようにすれば良いと考えられる。
【００５６】
　本実施例によれば、画像のぼけ幅あるいは、抽出の対象とする境界の形状に関する情報
が未知の場合、あるいは何らかの理由で計算ができない場合においても、境界抽出フィル
タ、フィルタ領域間隔、形状、位置のどれかを変化させながら、画像中を走査させ、境界
強度が最大となる位置を探索することにより真の境界位置を検出することができる。
【００５７】
　また、算出した真の境界位置の座標を利用して、対象領域の大きさ等の物理量を正確に
算出して、その値を用いて正確な超音波診断を行うことができる。
【００５８】
　本発明は上記実施例に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々
に変形して実施できる。例えば、本発明は超音波診断装置だけでなく、パーソナルコンピ
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ュータ等の電子計算機上でオフラインで行う画像計測にも適用可能である。また、図7に
おいて境界抽出フィルタは2つの矩形領域から成るが、円形の形状の領域でも良い。また2
つの領域の大きさは任意であれば良く、少ない画素数から成る領域でも良い。また、ステ
ップ21で求めたスペックルを近似した楕円の幅(長軸あるいは短軸の長さ)の半分の距離を
ぼけ幅として、ステップ22で境界抽出フィルタの作成のために用いたが、当該スペックル
の性質等に応じて、半分以外の任意の距離を、ぼけ幅として計算しても良いことは言うま
でもない。また、境界強度として用いるパラメータは式(1)～(3)で指定された分離度でも
良いが、2つの領域内に含まれる画像データ間にどの程度の値の差があるのかを表す任意
の指標であっても良く、他の計算方法による指標であっても良いことは言うまでもない。

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】



(16) JP 4879263 B2 2012.2.22

フロントページの続き

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              A61B   8/00
              G06T   1/00
              G06T   3/00
              G06T   5/20
              JSTPlus(JDreamII)
              JMEDPlus(JDreamII)


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

